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民主市民クラブの2020（令和２）年度県当初予算及び政策推進に関する要望書に対する回答 

 

令和２（2020）年２月５日 

  

本県では、中期的な視点に立った財政運営を行うことを基本としつつ、県政の持続的な発展に向け、「とちぎ行

革プラン2016」に基づき、自律的な行財政基盤の確立に取り組んでいる。 

令和２(2020)年度は、企業収益の減収等に伴い県税収入が減となる中で、地方交付税の増等により歳入総額は増

額となるものの、医療福祉関係経費の増等により、引き続き財源不足が見込まれている。 

こうした中、令和２(2020)年度当初予算では、財政健全化の取組を着実に実行することにより必要な財源を確保

し、令和元年台風第19号による被害からの復旧・復興や「政策経営基本方針」の重点事項に取り組むとともに、「と

ちぎ元気発信プラン」の総仕上げと「とちぎ創生１５戦略（第２期）」の推進を図るほか、当面するその他の重要

課題にも的確に対応することとした。 

 

○  重点的に取り組むもの 

Ⅰ 令和元年台風第19号による被害からの復旧・復興 

 

Ⅱ 令和２(2020)年度政策経営基本方針に基づく重点事項の推進 

１ とちぎの未来を担う「ひと」づくり 

２ 未来技術等を活用した新たな取組の推進 

３ 安全・安心なとちぎづくり 

４ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」 

及び第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」に向けた着実な取組 

 

Ⅲ 「とちぎ元気発信プラン」の総仕上げと「とちぎ創生１５戦略（第２期）」の推進 

１ 次代を拓く人づくり戦略 

２ 強みを生かす成長戦略 

３ 暮らし安心健康戦略 

４ 快適実感安全戦略 

５ 誇れる地域づくり戦略 

６ とちぎ元気発信プランの推進に向けて 

 

 

 要望事項に対する回答は、次のとおりである。 
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 要  望  事  項 回       答 

１ ブランド力向上と発信力強化について □ 

 

「地域ブランド調査２０１９」の結果が発表さ

れ、依然、魅力度では低位に位置している。とちぎ

元気発信プランにおける２０２０年度の成果指標

目標値２５位以内には到底届かない現状である

が、地域ブランド調査の結果を受けて、本県魅力度

の評価傾向を分析し、適切な対策を講じること。特

に本年は東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の開催年でもあるため、あらゆる機

会を「ブランド力発信」の場と位置づけ、積極的に

情報発信に努めること。 

大阪センターが開設され１年半が経過し、企業

誘致、県産品販路拡大、観光誘客に向けて各種イベ

ントやプレゼンを精力的に実施している。引き続

き計画的にイベントを開催すると共に、メディア

による情報接触度の向上に努められたい。 

大阪センターの運営体制については、将来的に

は、「大阪アンテナショップ」や「移住相談支援セ

ンター」等の設置も検討し、県産品の販売を含め、

充実した本県ＰＲが実行できるよう、計画的に運

営体制の整備を図られたい。 

 企業誘致については、在阪企業へのリサーチを

徹底し、特に本県企業との関連等徹底したマーケ

ット調査等も行う中で、本県への企業誘致を進め

られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京 2020 大会開催を本県の魅力発信の絶好の機会

ととらえ、各種イベントを開催するほか、首都圏・関

西圏を対象としたデジタルマーケティングの手法に

よる効率的・効果的な情報発信やパブリシティの強化

に取り組んでいく。 

県産品や県産農産物のプロモーションについては、

市場調査やトップセールスなどの結果を踏まえ、関西

圏での食品関連展示商談会へ出展するほか、スカイベ

リーなど特色ある農産物を活用したフェアを開催す

るなど積極的に取り組んでいく。 

また、企業誘致については、これまでの精力的な訪

問活動により関係が構築されてきた現地企業や金融

機関等から、企業情報や業界動向等をきめ細かく収集

しながら戦略的に取り組んでいく。 

さらに、これらの取組を着実に推進するため、大阪

センターにおける体制強化について検討していく。 

 

 

 

○栃木県ブランド確立推進事業費       40,998 

 

 

 

○東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進事 

業費                    103,284 

 

 

 

○とちぎの農産物ブランド力強化推進事業費 
               75,630 

 

 

 

○とちぎ農産物戦略的輸出拡大事業費   79,630 
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 要  望  事  項 回       答 

２ 第２期戦略策定によるとちぎ創生の深化につい 
 て 

 

 

今年度をもって５か年のとちぎ創生１５戦略の

取組を終えるも、構造的な課題とする少子高齢化

や人口減少が解消されない中、東京圏を中心とす

る県外への人口転出超過状態が加速している。 

 そうした中、県議会では昨年１２月に次期プラ

ン及び次期地方創生総合戦略検討会報告書を取り

まとめた。報告書では「関係人口の創出・拡大」に

加え、「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」や「ＳＤＧｓ」等

の新たな視点での施策の展開を求めると共に、市

町との役割分担を整理し、ＮＰＯなど多様な主体

との連携や事業に要する資金の新たな確保対策等

を提言した。 

 とちぎ創生１５戦略（第２期）策定のもと施策の

具現化に際し、「わがまち未来創造事業」の認定に

おける「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」や「ＳＤＧｓ」の

理念を新たに導入するほか、これら理念の啓発・取

組を推進する組織づくり、また「関係人口の創出」

では市町が把握する「空き家を活用」した仕組みを

強化すること。 

 さらに、県内への若者の定着を支援する「とちぎ

未来人材応援事業」が十分活用されていない現状

を踏まえ、制度の拡充・見直しを図られたい。 

 

 とちぎ創生１５戦略（第２期）においては、持続可

能な開発目標であるＳＤＧｓの理念も踏まえ、各種施

策を推進するほか、人口減少下における地域課題の解

決を図るため、様々な分野でＡＩやＩｏＴ等の未来技

術の活用を推進するとともに、Society5.0 に対応す

るため、「Society5.0 戦略本部（仮称）」を立ち上げ

るとともに、総合政策部に「デジタル戦略室」を設置

し、市町における積極的な活用を支援するなど、とち

ぎの地域力強化などに全庁一丸となって取り組んで

いく。 

また、「関係人口」の創出・拡大については、空き

家の活用をはじめとした市町の取組を支援していく。 

さらに、とちぎ未来人材応援事業については、更な

る利用促進に向けて取り組んでいく。 

 

 

 

○デジタル戦略推進事業費            18,000 

 

 

 

○未来技術活用促進事業費            10,000 

 

 

 

○とちぎＵＩＪターン・定住促進・関係人口創出事

業費                    77,792 
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 要  望  事  項 回       答 

３ 財政の健全化について  

 

いちご一会とちぎ国体等の開催に向けた総合ス

ポーツゾーン整備等、近年の大規模建設事業の推

進や、引き続き医療福祉関係経費が増加している

ことなどにより、本県財政は逼迫傾向にある。「財

政健全化取組方針」における「収支均衡予算」か

ら、「とちぎ行革プラン２０１６」においては「中

期的視点に立った財政運営」を行うこととされ、近

年の当初予算編成での財源不足額は１００億円前

後となっている。 

昨年発生した「台風第１９号」は甚大な被害をも

たらし、その復旧事業費も膨大となっている。気候

変動が著しくなった今日、毎年のように全国各地

で自然災害が頻発し、不測の事態に対する予算措

置も必要となり、また、更に多様化した県民ニーズ

に応えていくためにも、中期財政収支見込みの見

極めや財政調整的基金の涵養は極めて重要であ

る。 

２０２０年度は「とちぎ元気発信プラン」や「と

ちぎ行革プラン２０１６」の最終年度でもあるこ

とから、財政健全化を踏まえ次期計画を策定する

と共に、中期的な財政運営等について丁寧に分析

の上、その内容を中期財政収支見込みに反映し、県

民に明確に示すこと。 

 

 これまで、中期的な視点に立った財政運営を基本的

な考えとし、行政コストの削減や歳入の確保に努める

など、「とちぎ行革プラン 2016」に掲げた財政健全化

の取組を着実に実行してきた。 

 今後、元気発信プランに続く次期プランに基づき各

種施策を推進していくためには、それを支える財政基

盤の確立が重要であることから、次期プランの策定に

合わせて次期行財政改革大綱を策定し、引き続き行財

政改革の取組を推進していく。 

 また、将来の行政需要等を踏まえ、当初予算編成時 

に中期財政収支見込みを作成し、県民に公表してい

く。 
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 要  望  事  項 回       答 

４ 私学就学支援の充実について  

 

教育は未来への投資という観点から教育の力で

「貧困の連鎖」を断ち切り、栃木の子どもたちが希

望に満ちた進路を選べるようにするためには、私

学振興助成法等に基づく私学支援の充実は不可欠

である。 

本県の私学支援については、２０１５年に私立

高等学校等授業料減免補助金の対象を年収約３５

０万円未満世帯まで拡充したが、栃木県私立学校

教職員組合連合が昨年実施した調査では、経済的

な理由による中退者は減少傾向にあるものの、授

業料滞納者は増加しており、私学に合格しても入

学金を支払えず辞退するケースも見られる。 

そのような中、国では２０２０年度から高等学

校等就学支援金制度の拡充を行うと共に、そのた

めの財源確保を行った。そこで、本県の私学充実の

ために、国の新たな高等学校等就学支援金制度を

上回る本県独自の減免補助基準を目指し、授業料

以外の施設・設備費等義務的納付金も含めた「授業

料等減免補助制度」を創設するなど、私学支援の拡

充を図ること。 

また、生活保護及び生活困窮世帯等の私立高校

の生徒に対しては公立高校で実施しているよう

に、学費の全額無償化の措置を講じること。更に

は、入学金補助制度の創設を図ると共に、私立高等

学校等授業料減免補助金における学校法人の１割

負担をなくすこと。 

 

私立高等学校に通う生徒の保護者の経済的負担の

軽減を図るため、奨学のための給付金の支給金額の引

き上げや授業料等減免制度における対象者の拡大を

行うなど、制度の充実に努めてきた。 

新年度から、授業料に対する助成を拡充するととも

に入学料減免補助制度を創設するなど、今後とも、保

護者の経済的負担の軽減に取り組んでいく。 
 

 

 

○小・中・高校運営費補助金         5,993,878 

 

 

 

○私立高等学校等修学支援事業費      4,467,511 
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 要  望  事  項 回       答 

５ 県有施設の長寿命化対策について  

 

県では、安全・安心な社会資本を次世代に引き継

ぐため、栃木県公共施設等総合管理基本方針や施

設類型ごとの個別施設計画に基づき、点検・診断を

行い、適切な維持管理に努め、予防保全工事等の長

寿命化対策を計画的に実施していくこととしてい

る。 

その中で教育委員会が所管する県立学校施設に

ついては、総量も多く、現在も事後保全による壊れ

てから修繕を行う改修工事が目立つ。進捗管理は

副知事をトップとした県有財産利活用推進会議で

行っていると聞いているが、現体制での全庁的な

進捗管理は難しくなってきているのではないかと

考えられる。 

今後、施設類型ごとの個別施設計画等の進捗管

理や計画的な予防保全を行うに当たり、部局横断

的に行う専門部署を設置し公共施設の更新に取り

組むことが望ましいと考えられる。そこで、専門部

署を新設し、計画的な予防保全が行えるよう努め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県有建築物の長寿命化対策については、「栃木県公

共施設等総合管理基本方針」等に基づき、県民ニーズ

や建築物の劣化状況等を十分に把握し、優先度の高い

建築物から計画的に推進していくこととしている。 

引き続き、県有財産総合利活用推進会議において、

各個別施設計画の取組状況の進捗管理を行い、各施設

が適切に維持できるよう、必要な対策を講じていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

６ ＤＶ被害者の自立支援について  

 

悲惨な子どもへの虐待事件が相次いで起きてお

り、ＤＶにより配偶者に心身共にコントロールさ

れてしまった母親が虐待の加害者となっている。

母親に対するＤＶ支援が重要であり、エンパワー

メントされていたなら、しっかりと子どもを守る

母親となり、子どもは命を落とさずにすむはずで

ある。 

 栃木県配偶者暴力相談支援センターがとちぎ男

女共同参画センターに設置され約１０年が経とう

としている。官民の連携ということがいわれて久

しいが、専門的な経験を持つ民間団体とのシステ

ムの違いがあるため、連携は進んでいない。被害者

の安全は守られるようになってきたが、保護を必

要とする女性に適切な支援が提供されているかと

いうことを検証する必要があると感じている。被

害者を取り巻く社会環境も複雑になり多様な課題

を抱えた被害者への対応は、客観的かつ専門的な

見地からのアセスメント、それに基づく個別支援

の提供など心理面や生活面での人権を重視した寄

り添った支援が重要であり、併せて被害者の立場

に立った視点が求められる。しかし、職員の異動が

早いため、専門性の確保は十分といえず、支援体制

のシステムの改革が必要である。 

そこで、この１０年を振り返り、改めて支援のあ

り方を官民の関係者を交えて定期的に意見交換等

を行う場が必要であるので、そうした場の設置に

ついて検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶ被害者へのきめ細かな支援を適切かつ効果的

に行うためには、県と関係機関や民間支援団体が共通

認識を持ち、連携を図ることが重要である。 

このため、とちぎ男女共同参画センターが設置する

関係機関等とのネットワーク会議などを活用して、情

報共有や連携強化を図るほか、具体的な支援のあり方

等について、関係団体等と更に意見交換を行っていく

など、より適切な支援につながるよう努めていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

７ 指定廃棄物最終処分場問題について  

 

指定廃棄物の最終処分場問題については、現在

の詳細調査候補地が選定されてから５年以上が経

過し、事実上頓挫している状況にある。昨年本県を

襲った台風第１９号の際にも、当該候補地は冠水

しており、まさに当該候補地が不適切であるとい

う現実を示している。そこで、県においては、改め

て特措法の見直しを国に対し働きかけること。 

 また、保管農家の負担軽減のためにも、市町ごと

の暫定集約を早期に実現する必要があるところ、

県内において１２３人の農家が保管する指定廃棄

物のすべてを対象として、環境省による放射能濃

度の再測定が行われている。そうした結果も踏ま

えて、県においては、暫定集約の早期実現に取り組

むこと。 

 

国は、本県の指定廃棄物について、長期管理施設に

よる県内集約の方針を堅持していることから、県とし

ても、国に対し、詳細調査の実施に向け、地元の理解

が得られるよう引き続き丁寧な対応を求めていくと

ともに、国と地元との対話に向けた働きかけを行って

いく。 

また、国は、農家が保管する指定廃棄物の暫定集約

に向け、稲わら等の放射能濃度の再測定と並行し、関

係市町と協議を進めているところであり、引き続き、

国には、市町の意向をよく聞きながら、それぞれの市

町の実情を踏まえて丁寧に対応するよう求めていく。 

県としても、今後、国から示される再測定の結果を

踏まえ、国や市町とともに具体的な方策の検討を行う

など、農家の負担軽減に向け、国と市町の間に入って

調整していく。 

 

 

 

 

 

 

８ 「栃木からの森里川湖プラごみゼロ宣言」による

取組について 
 

 

 昨年８月、県と２５市町が共同で行った「プラご

みゼロ宣言」に基づき、一層の不要な使い捨てプラ

スチックの使用削減や再生材などの利用促進、リ

サイクルと適正な処理の徹底などを図るため、従

来のリデュース・リユース・リサイクルの３Ｒに加

え、リシンク（必要か考える）・リフューズ（不必

要なものは断る）・リファイン（捨てるときは分別

する）のプラス３Ｒを意識しながら、県民や事業

所、市町等へさらなる取組を促すよう、昨年の宣言

並びに趣旨の周知とプラスチック資源の削減・循

環に向けた取組みを推進されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラスチックごみの削減や資源循環を促進するた

め、事業者、消費者、市町等で構成する協議会を立ち

上げ、オール栃木体制で取組を検討していくととも

に、イベントにおけるリサイクル食器の活用や講演会

の開催などにより普及啓発に取り組んでいく。 
 

 

 

○プラスチックごみ削減対策事業費        5,862 
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 要  望  事  項 回       答 

９ 森林・林業・木材産業の振興について  

 

栃木県では、２０１７年１０月県議会提案によ

り、「栃木県県産木材利用促進条例」、通称「とち

ぎ木づかい条例」を施行し、全国で唯一都道府県名

に「木」の文字がある栃木県の森林を県民共有の財

産として健全な姿で次の世代に引き継ぐため、県

産木材の積極的な「木づかい」を進めることとし

た。２０１９年度は、本条例施行２年目でもあり、

これまで現行の森林関連施策の検証や本県木材の

需要把握のための調査等が行われてきたと思う

が、川上から川中、川下までの県産材利用促進に必

要な施設整備や雇用確保等ソフト・ハード両面か

らの整備を加速されたい。特に本県では、「とちぎ

木材利用促進方針」を改訂して、二階建て以下かつ

延べ床面積３，０００㎡以下の県有施設等は基本

木造で、二階建て以下１，０００㎡未満の県有施設

等は原則木造化としているため、低層が多い福祉

施設や公共施設、更には大阪北部地震でも問題視

された「ブロック塀」の改修に合わせての木造化

等、積極的な需要把握と実施を図られたい。 

また、２０１９年度から森林環境譲与税が導入

され、県及び市町への配分による事業実施が行わ

れているが、真に必要としている自治体の要望等

を踏まえた配分が可能となるよう譲与基準の見直

しを国に要望するなど、適切な対応を検討するこ

と。また、事業実施体制については、市町の従事職

員の確保等が課題となっているが、森林組合等の

林業関係団体との連携を密にする中で、人員確保、

研修等の取組を進め、具体的な体制整備を進める

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県では、高性能林業機械や木材加工流通施設等の導

入支援に加え、就業説明会や高校生を対象とした現場

見学会を実施している。また、本年度、とちぎ木づか

い促進協議会内に県産木材販路拡大部会を設置し、需

要把握に努めながら、県内外における一層の県産木材

の販路開拓に取り組んでいるところであり、今後もオ

ール栃木体制で県産木材の利用拡大を進めていく。 

さらに多様な木材需要を創出するため、中大規模建

築物の木造・木質化を推進するとともに、とちぎ材を

活用した家づくりへの支援等を行っていく。 

森林環境譲与税については、令和２(2020)年度税制

改正大綱において、前倒しで増額譲与される予定であ

り、各市町の森林整備の実情等を踏まえ、譲与基準の

見直しなどについて、国への要望を検討していく。 

また、森林経営管理制度については、市町が円滑に

業務執行できるよう、運用マニュアルの作成や市町職

員への研修等を行うとともに、技術的業務受託機関等

の体制整備を支援しているところであり、引き続き、

森林情報の共有化を進めるなど、各市町の取組状況を

踏まえながら、積極的に支援していく。 

 

 

 

○とちぎの元気な森づくり県民税事業費   813,819 

 

 

 

○森林環境譲与税事業費            118,994 

 

 

 

○とちぎ材の家づくり支援事業費         162,504 
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 要  望  事  項 回       答 

１０ 林業・木材産業の人材育成について  

 

県内の森林整備需要が増している中、本県林業

従事者人材を育成確保していくことは急務であ

る。しかし、林業全体の「社会的価値」を高めるこ

とも必要であり、雇用や賃金形態、保険等の福利厚

生制度の充実等林業を取り巻く「働き方改革」を推

進していくことも極めて重要である。 

 国においては、「『緑の人づくり』総合支援対策」

において、「森林・林業新規就業支援対策」を行っ

ており、「緑の雇用」事業を通じた新規就業者の確

保・育成や林業への就業前の青年給付金等により、

森林・林業に関する高度な知識・技術を有する人材

育成を目指している。更には、全国１８か所で開設

されている林業大学校等の青年就業希望者に対し

ては「緑の青年就業準備給付金」を支給し、将来有

望な青年就業者の育成確保を求めている。 

 本県においても、将来の各種林業に就業する労

働者の確保は不可欠であるため、林業大学校の設

置に向けた調査研究を速やかに進めると共に、本

県林業の社会的価値を高めるための環境整備を急

ぐこと。 

 

林業の成長産業化や適切な森林整備を促進するた

めには、人材の確保・育成が重要であり、本県におい

て目指すべき林業経営の姿や、林業に従事する人材が

備えるべき知識・技術と、それらを習得するための教

育・研修機会のあり方などについて、有識者会議を設

置して検討していく。 

 

 

 

○森林環境譲与税事業費（再掲）        118,994 
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 要  望  事  項 回       答 

１１ 野生鳥獣害対策について  

 

シカ、イノシシ等の捕獲目標を引き上げ、野生鳥

獣被害対策の強化を図っているが、農作物被害や

林業における剥皮被害・食害は県内各地で発生し

ている。生息域拡大により山間部から平坦部まで

拡大し深刻さが増しており喫緊の重要課題といえ

る。 

地域ぐるみの総合的な対策を図るため、関係部

署の連携を行うと共に、正しい知識を持ち効果的

な対策を講じる鳥獣管理士の派遣や育成増員を図

り、さらに野生鳥獣を集落に寄せ付けない環境づ

くりのため、農地等に侵入防止柵を設置するなど

早期対策を図ること。 

 １９９２年以来２６年ぶりとなる国内でのＣＳ

Ｆ発生が確認された。近隣県ではＣＳＦに感染し

た野生イノシシが確認されたが、現在のところ、幸

い本県は全検体が陰性である。感染の拡大防止の

ため、ＣＳＦウイルスを媒介する野生イノシシの

経口ワクチン散布が開始され、予防的ワクチンの

接種も２月以降に予定されており、廃業農場を除

く全戸農家は侵入防護柵が設置済と聞く。今後も

風評被害対策を含む農場を守るための対策や水際

対策の強化等の総合的なＣＳＦ対策など、さらに

野生鳥獣対策強化に努めること。 

 

獣害対策アドバイザーを被害集落に派遣し、地域ぐ

るみの取組を支援するとともに、宇都宮大学と連携し

た獣害対策地域リーダー育成研修により鳥獣害対策

の指導者を養成していく。また、国の交付金を活用し、

市町の鳥獣被害対策協議会が行う侵入防止柵の設置

を支援していく。 

また、飼養豚へのＣＳＦの感染防止を図るため、ワ

クチン接種プログラムに基づき、県内全飼養豚への予

防的ワクチンの接種を進めていくとともに、野生イノ

シシからの感染を防止するため、市町や関係団体と連

携し、経口ワクチンの散布やモニタリング調査に取り

組んでいく。 

 

 

 

○地域ぐるみの総合的な鳥獣対策促進事業費     

461,442 

 

 

 

○鳥獣から農作物を守る対策事業費      117,614 

 

 

 

○ＣＳＦ等感染防止対策事業費          263,317 
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 要  望  事  項 回       答 

１２ 大規模太陽光発電施設に対する規制について  

 

本県の大規模太陽光発電施設整備については、

２０１８年４月に運用開始した「栃木県太陽光発

電施設の設置・運営等に関する指導指針」並びに県

内各自治体が制定した条例等により、適切な立地

に向けた指導が行われている。 

昨年の台風第１９号災害では、本県各地の山間

部に５００ミリを超える降雨量があったため、国

立公園、県立自然公園内にも大量の降雨があった

ことを勘案すると、防災の観点からも大規模太陽

光発電施設整備については、極めて慎重な対応が

必要である。 

そうした意味で、栃木県の国立公園、県立自然公

園の災害を踏まえた各地の状況を丁寧に把握する

ことにより、大規模太陽光発電施設整備に対する

規制誘導を進めていただきたい。 

大規模太陽光発電施設の具体的な整備にあたっ

ては、土地利用に関する事前指導要綱、林地開発許

可等の手続きが必要とされるが、この度の国の環

境影響評価法施行令の一部改正により、太陽電池

発電所も対象事業となったことから、本県におい

ても環境審議会の答申を受けて、栃木県環境影響

評価条例の改正が検討されている。こうした手続

きの変更にあたっては、事業関係者に丁寧な啓発

を行うと共に、国のＦＩＴ法（再生可能エネルギー

法）におけるガイドブックにも記載のある「運転開

始期限」ルール等に照合し、認定後の発電所の建設

が困難になる場合もあることから、事業者に対す

る適切な助言指導にあたること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者に対しては、防災の観点からも、引き続き関

係法令や指導指針等を遵守し、万全の対策を講じるよ

う指導していく。 

また、一定規模以上の太陽電池発電所の設置工事事

業等について環境影響評価の対象とする条例改正を

予定しており、この改正により、事業者は環境影響の

調査・予測・評価を行い、その結果を公表して住民等

の意見を聞くことなどから、適正な事業執行が期待さ

れる。改正条例の施行に当たっては、事業者に対して、

改正の趣旨や内容、手続などを十分に周知するととも

に、適切な事業実施を指導していく。 
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 要  望  事  項 回       答 

１３ 水素社会の構築に向けた普及促進について  

 

地球温暖化対策が叫ばれる中、その対策の遅れ

が国際的に指摘されている日本においては、将来

的な化石燃料の枯渇も懸念され、新たな代替燃料

の利活用が求められている。県では一昨年３月、と

ちぎＦＣＶ普及促進研究会が取りまとめた本県に

おける水素社会の構築に向けたＦＣＶ普及に関す

る提言を受け、県内での商用水素ステーションの

整備等に取り組んできた。昨年８月には商用水素

ステーションの整備事業者も決定し、今年２月の

竣工を予定しているが、水素エネルギーを利用し

た車両の普及は未だ図られていない現状にある。 

 そこで、県内での水素を燃料とする次世代型燃

料電池自動車（ＦＣＶ）の普及促進へ、個人や法人

等が購入する際の支援制度を創設されたい。 

 また、本県の地域特性を踏まえて県内のインタ

ーチェンジや観光地、産業団地周辺への新たな商

用水素ステーションの整備促進や、移動式水素ス

テーションの導入促進による需要拡大に取組むこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 低炭素社会の実現には、ＦＣＶの普及等により水素

の利活用を促進し、省エネや二酸化炭素排出削減へと

つなげていくことが重要であることから、ＦＣＶの初

期需要創出のため、個人や法人等のＦＣＶ導入を支援

していく。 
また、商用水素ステーション整備の支援を継続し、

県央・県北地区への誘致に向け、事業者等に働きかけ

ていく。 

 

 

 

○ＦＣＶ導入促進事業費            105,000 
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 要  望  事  項 回       答 

１４ 介護保険サービスの充実について  

 

介護職の現場においては、職員不足が深刻な問

題となっており、空床が生じていても入所できな

い施設まで見受けられる。さらには、「団塊の世

代」が７５歳以上の後期高齢者となる「２０２５年

問題」がさけばれている。厚労省の試算によれば、

２０２５年において必要な介護職員は全国で２４

５万の見通しであり、現在の入職・離職動向から推

計すると、２０２５年の時点での需給ギャップは

３３．７万人になる見込みとされている。栃木県に

おいても、需要見込みが３２，５３５人とされてい

るところ、充足率は８４．０％と推計されており、

全国でも下から８番目とされている状況に鑑みれ

ば、介護人材の確保は喫緊の課題であるといえる。

そうした現状において、職員の処遇改善を含めた

人員確保のための方策が求められている。 

 この点、県においては、国における介護従事者処

遇状況等調査の結果も踏まえながら、事業者に対

し、処遇改善の適正な実施について指導助言等を

行うものとしている。しかし、国による調査は抽出

調査であり、現場の状況を正確に把握してきめ細

かい適切な対応を取るためにも、県が独自で全数

調査を実施すべきであり、その上で、介護職員の確

保や離職防止対策を講じること。 

 また、２０１４年の法改正により、要支援１・２

の方の訪問介護と通所介護は予防給付から外さ

れ、市区町村が実施主体である地域支援事業に移

行したものである。この点、要支援１・２の段階で

一人暮らしや高齢夫婦世帯での在宅介護が困難に

なる時期であるところ、地域支援事業への移行時

は厚労省がガイドラインを策定し、市区町村が「多

様な提供主体」に事業を委託すること等とされた。

しかし、現実には、事業参入が進まず、従来の介護

報酬に比べて委託者の報酬が低いため、新規利用

者を受け入れない事業者があるだけでなく撤退を

予定しているところもあると聞いている。そうし

た中において、県においては、要支援者が安心して

利用できる環境を整えるべく、事業者への支援を

含めて適切な対応を取ること。 

 

 

 

 

 

県内の特別養護老人ホームの一部には、介護職員の

不足により空床が生じていることから、介護人材の確

保に向け、国における介護従事者処遇状況等調査を参

考に、県内介護事業所における処遇改善加算の実施状

況を把握した上で、引き続き個々の介護事業者に対

し、実地指導等を通して助言等を行うとともに、専門

家の派遣等による介護職員処遇改善加算の取得に向

けた取組を支援していく。 

 また、外国人材や元気な高齢者の参入を促進すると

ともに、介護人材育成認証制度の充実により、働きや

すい職場づくりを促進するなど、現場の実情を踏ま

え、関係団体等と連携しながら、介護人材の確保・定

着に積極的に取り組んでいく。 

要支援者に対する訪問・通所介護については、地域

支援事業への移行により、市町がサービス内容に応じ

て単価等を設定できることとなったものであり、県で

は、地域の実情に応じて、要支援者が継続的に必要な

サービスを受けられるよう、引き続き、市町に対し、

研修会や会議を通して情報提供や助言などの支援を

行っていく。 

 

 

 

○介護基盤整備等事業費          2,166,839 

 

 

 

○外国人介護人材活躍推進事業費        15,913 
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 要  望  事  項 回       答 

１５ 障がい者施策の充実について  

 

県教育委員会においては、２０１８年度におい

て障がい者の法定雇用率について基準に対し８９

人不足している現状に鑑み、１００人以上の雇用

拡大を進めるとして、２０１９年度から、県立学校

の公仕やスクールサポートスタッフ等において新

たに障がい者を採用し、雇用拡大を図っていると

されている。しかし、未だ法定雇用率の基準を満た

していない状態が継続している現状を早期に改善

するためにも、明確な期限を示した上で、雇用拡大

の実現のために一層取り組むこと。 

 また、県においては、２０２２年に「いちご一会

とちぎ国体・とちぎ大会」の開催を控えており、国

体・障害者スポーツ大会局がその準備に取り組ん

でいる。そうした中において、障害者アスリートの

受け入れや大会の円滑な運営を図るため、国体・障

害者スポーツ大会局において障害者雇用の受け入

れを検討すること。 

 さらに、身体・知的の重度心身障害者の手帳保持

者に対して認められている医療費助成制度を同等

の等級である精神障害者保健福祉手帳１級保持者

に対して認められるよう助成制度の拡充を求める

陳情が、県内全２５市町議会で採択されたことを

踏まえ、昨年の県議会において採択されたところ、

県においても、精神障害者の医療費助成の拡大に

ついて検討に入ったとのことである。この点、費用

負担をはじめ、対象となる障害の程度や入院費を

含めるかなど多くの課題がある。しかし、２０１９

年度において、県内の精神障害者保健福祉手帳所

持者は約１万３，５００人と、１０年前に比べて

２．２倍に増加しており、関東で対象外なのは本県

と千葉県のみという現状に鑑みれば、早期の実現

に向け、市町や関係団体の意見をしっかりと聞き

ながら、具体的な制度設計に着手するために議論

を加速させること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県教育委員会では、今年度から、県立学校の公仕等

において新たに障害者を採用しているところであり、

引き続き、障害の特性に応じた仕事の確保や働きやす

い環境づくりを進めることにより障害者雇用の拡大

を図り、できる限り早期の法定雇用率の達成に努めて

いく。 

また、いちご一会とちぎ大会の円滑な運営等につい

ては、関係団体等との連携を十分に図るとともに、障

害者雇用については、県庁全体の取組の中で検討して

いく。 

なお、重度心身障害者医療費助成制度の精神障害者

への対象拡大については、新たに市町との検討会を設

置したところであり、市町等の意見を十分に踏まえ検

討を進めていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

１６ 子育て支援の充実について  

 

ＳＤＧｓの１７の持続可能な開発目標の一番目

に、貧困をなくそう、あらゆる場所であらゆる形態

の貧困に終止符を打つと掲げられている。 

子どもの貧困の実態は見えにくく捉えづらいと

言われている。そのため、国は子どもの貧困対策に

取り組む地方自治体に、地域における実態を把握

するための調査、整備計画の策定、子どもたちと支

援を結びつける事業連携体制の整備など、地域ネ

ットワークの形成等の取り組みを包括的に支援す

ることを目的として、地域子どもの未来応援交付

金を２０１８年度から予算化した。これまでの交

付金活用自治体は、３５都道府県、２６３市区町村

となっている。宇都宮市、小山市、那須塩原市の３

市は活用し、それぞれ相対的貧困率が１１．９％、

１０．２％、１４．９％と地域特徴がはっきり出て

いる。さらに、大阪は府と市町が連携し８万世帯の

調査を行い府全体の把握をした。実態把握があっ

てこそ支援策が明確になる。今まで当会派では実

態調査導入を求めてきた。是非調査を図られたい。 

 一方本県では、日光市の先進的な取り組みから

発展して、現在５市９か所での子どもの居場所づ

くり事業が行われている。担い手育成の取り組み

実践から、継続はもちろん増設を図ること。 

また、経済的困窮や社会的孤立に対する支援の

入り口となる子ども食堂については、気運の醸成

に努めてきたということだがそれだけではなかな

か進まない。開設準備・スタッフ養成講座・食材や

ボランティアの確保・学校との連携等の推進のた

めのコーディネーターの養成など中間支援を図る

こと。 

さらに困窮者自立支援における学習支援につい

ては、円滑運営のため、広範囲の送迎を必要とする

地域においては、送迎費用の見直しを図ること。ま

た、子供の生活習慣や社会性の確立にむけて実施

を始めた家庭訪問を通して見えてきた課題等を、

困窮者自立支援事業の相談員と情報交換・連携し、

社会的孤立やヤングケアラー対策など、生活困窮

者に寄り添った支援に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

子どもの貧困に関する調査については、困難な状況

にある子どもに対しての教育現場における支援事例

を調査し分析中である。このほか、全国調査の実施に

ついては、引き続き国の動向を注視していく。 

 あわせて、要支援児童を対象とした子どもの居場所

については、引き続き市町に対して設置を働きかけて

いくとともに、事業の担い手の育成等を支援してい

く。 

子ども食堂については、社会福祉法人等の取組を掲

載した事例集を作成し、地域活動の実践者等に周知す

ることにより、地域における支え合い活動が更に促進

されるよう気運の醸成を図っていく。 
学習支援事業については、地域の実情に合った教室

の開講を目指し、受験対策や居場所づくり等の教室ご

との課題を把握し、事業の充実・強化に努めていく。

また、生活困窮者自立支援事業の相談員が、学習支援

に関わるＮＰＯ法人等と連携を図り、対象児童の世帯

が抱える課題に対し積極的に関与し支援するよう取

り組んでいく。 
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 要  望  事  項 回       答 

１７ 本県の犬猫殺処分ゼロを目指す取り組みの強

化について 
 

 

本県では、県内市町において、独自の不妊去勢に

関する補助制度等を規定し、みだりな繁殖抑制に

向けた取り組みが進められているが、動物愛護管

理法第３９条に準じた任意の協議会設置等は進ん

でいない。県の動物愛護管理推進計画に沿った施

策の推進体制の構築が急務であり、県と県内市町

とが動物愛護施策の共有を図れるようにするた

め、市町に対し協議会を早急に設置するよう促す

こと。 

また、動物愛護管理法の改正を受けて「栃木県動

物愛護管理推進計画」の見直しを実施すると思う

が、動物愛護団体、保護ボランティア、飼養関係

者、獣医師会等による協議・検討の場を設置し、本

県に相応しい管理計画を策定すること。本県の犬

猫殺処分の現状や動物愛護管理の実情を県民に知

ってもらうために、市町と連携して適宜情報の周

知を図ること。また、動物愛護施策の更なる充実を

図るため、ふるさと納税の使途メニューに反映す

ることや、独自の基金の設置等創意工夫を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県では、動物愛護管理法に基づき、市町等行政関

係者、関係団体及び学識経験者等を構成員とする栃木

県動物愛護推進協議会を設置し、市町、獣医師会等関

係団体と連携しながら各種施策に取り組んできた結

果、犬猫の殺処分数は減少し、目標を大きく上回る成

果を上げている。 

 このような中、昨年の動物愛護管理法改正に伴い、

国では今年度末に基本指針の改正を予定しているこ

とから、これに併せ県においても関係機関、団体等を

はじめ県民や有識者の意見などを聞きながら、速やか

に栃木県動物愛護管理推進計画を見直すこととして

いる。 

今後も、推進計画に基づき県、市町及び関係団体等

が連携し、それぞれが担う役割を踏まえ、動物愛護の

普及啓発、適正飼養の推進及び譲渡機会の拡大等の積

極的な取組を継続することで、人と動物の共生する社

会をつくり、殺処分ゼロを目指していく。 
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 要  望  事  項 回       答 

１８ 台風第１９号被害を受けての中小企業等対策

について 
 

 

被災した中小企業・小規模事業者に対する支援

は、「中小企業等グループ施設等復旧整備補助金

（グループ補助金）」、「地域企業再建支援事業費

補助金（自治体連携型補助金）」、及び「小規模事

業者持続化補助金」を用意し、当該事業者に対する

支援を行っていると聞いている。各地では、商工会

議所や商工会等が窓口となり、金融機関のサポー

トも含めて鋭意進められているが、初めて補助申

請するケースが多いことから、被災事業者に対す

る情報提供や補助申請手続き等のサポートを丁寧

に行うこと。また、中小企業支援チームの体制整備

を行い、被災事業者の相談や補助金申請手続き対

応等を充実させること。 

 また、「令和元年台風第１９号緊急対策資金」等

の貸付についても被災事業者に丁寧に情報提供

し、利用を考えている被災事業者の救済に努める

こと。 

 

 被災した県内の中小企業・小規模事業者の一日も早

い復旧・復興を支援するため、新たに「中小企業等復

興支援チーム」を組織し、宇都宮及び県南地域に受付

センターを設置した。このチームについては、さらに

支援を推し進めるため、１月中旬に体制強化を図った

ところであり、引き続き、国や市町、商工団体等とも

連携を図り、補助金申請や各種相談等へきめ細かに対

応していく。 

 

 

 

○中小企業等グループ施設等復旧事業費 7,566,277 

 

 

 

○地域企業再建支援事業費           800,000 

 

 

 

○被災中小企業施設・設備整備支援事業費 

（特別会計）              1,250,000 

 

 

 

○産業活性化金融対策費          22,786,100 
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 要  望  事  項 回       答 

１９ 中小・小規模企業の振興と産業政策の推進に

ついて 
 

 

本県においては、立地する企業の９９％以上を

中小・小規模企業が占めており、本県産業の成長の

ためには、これらの企業の活性化をいかに図って

いくのかが、重要な課題となっている。 

１月６日の新春記者会見において、県では経済

発展と社会的課題の解決を両立する「Ｓｏｃｉｅ

ｔｙ５．０」時代を見据え、将来の栃木県が活力と

魅力にあふれ、県内どの地域に住んでいても安心

して暮らし続けることができるよう、県総合政策

部に新たに「デジタル戦略室」を設置し、さまざま

な分野における未来技術の社会実装の推進と、デ

ジタルメディアを活用した情報発信に、全庁一丸

となって取り組んでいくとしている。 

人口減少社会の中、中小・小規模企業では高齢化

でベテラン社員の退職により深刻な人手不足とな

っており、ＡＩやロボット・ＩｏＴ技術等の活用に

より工場を全体最適化した上で、製品価値を上げ

つつコストを抑えるスマートファクトリー化こそ

が解決の糸口となる。 

本県に、ローカル５Ｇを整備したロボット関連

などスマート化された工場を集積することができ

れば、工場の立地面積が多いこの北関東の中でも

本県が優位となり、一層の工場の誘致に繋がるの

ではないかと考えられる。ローカル５Ｇ環境が整

った工業団地等を整備するなど日本の製造業の未

来を変える取り組みをこの栃木県から展開してい

くこと。 

 

中小企業の人手不足等に対応した省力化や生産性

向上に向け、ＡＩやロボット、ＩｏＴ等の導入による

スマートファクトリー化を促進するため、企業経営者

や現場技術者を対象としたセミナーの開催、専門家の

派遣、実現可能性調査への助成、さらにはＡＩやＩｏ

Ｔシステムを活用したサプライチェーンの構築への

助成等に取り組んでいく。 

また、産業団地の整備については、地元市町や「と

ちぎ企業立地推進戦略会議」の構成員であるインフラ

関連企業等と連携し、企業からの様々なニーズに対応

できるよう取り組むなど、「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」

時代を見据え、中小・小規模企業の振興を図っていく。 

 

 

 

○未来技術等社会実装促進事業費       72,363 

 

 

 

○ものづくり技術強化補助金        25,000 

 

 

 

○企業立地推進補助金            2,720,000 
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 要  望  事  項 回       答 

２０ 「観光立県とちぎ」の推進について  

 

３年前から始まったデスティネーションキャン

ペーンに関わる一連の取組が終わり、一定の成果

と今後の課題も明らかとなった。そうした中、いよ

いよ本年は「東京２０２０オリンピック・パラリン

ピック競技大会」、再来年には「いちご一会とちぎ

国体・いちご一会とちぎ大会」も控え、引き続き本

県を国内外にＰＲし、より経済波及効果が見込ま

れる宿泊型の観光誘客を推進する絶好の好機が続

く。 

 そこで、それぞれのイベントとの相乗効果が得

られるよう取組を推進することはもちろん、同時

に本県のウィークポイントの克服に向けて果敢に

チャレンジする取組を求める。大手旅行会社等と

のさらなる連携強化をはじめ、デジタルメディア・

ＷＥＢ・ＳＮＳも駆使したより詳細なマーケティ

ングやターゲッティングによるプロモーションの

推進・強化を図り、インバウンド促進、周遊性・回

遊性の向上とリピーターの獲得、西日本への魅力

発信など、多くの観光素材を有する市町との連携

や、県民の“おもてなし”機運の醸成も十分に図り

ながら、「栃木県」を強烈に印象付けるインパクト

を常に意識し、さらなる「観光立県とちぎ」の推進

に向けた施策を展開すること。 

 

３年にわたって取り組んだＤＣの成果として、地域

分科会や交通事業者との連携、おもてなし機運の醸成

等の「ＤＣレガシー」を継続・発展させ、市町や民間

事業者と緊密に連携を図りながら、誘客促進を図って

いく。 

特に、東京 2020 大会を誘客の好機と捉え、本年の

上半期は、都内でのイベント開催や、市町等が行うイ

ベント等のＰＲなど、本県の優れた観光資源を積極的

に発信していく。 

また、ＤＣにより明らかとなった課題を踏まえ、新

たな観光素材の掘り起こしや磨き上げ等に取り組む

とともに、宿泊予約サイト等のデジタルメディアを積

極的に活用し、効果的なＰＲを行うなど、オ―ル栃木

体制で本県の観光振興に取り組んでいく。 

 

 

 

○とちぎインバウンド強化対策事業費    123,951 

  

 

 

○観光キャンペーン推進事業費          97,193 

 

 

 

○米国等におけるとちぎファン拡大推進事業費 

（一部再掲）               49,622 
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 要  望  事  項 回       答 

２１ 多文化共生社会と外国人材の活用促進につい 

  て 
 

 

本年４月の外国人労働者の受け入れ拡大を図る

改正出入国管理及び難民認定法の施行を受けて、

県では今後増加が見込まれる外国人材の円滑な受

け入れを促進するため、「とちぎ外国人材活用促進

協議会」を設立すると共に、「とちぎ外国人相談サ

ポートセンター」を設置し、多文化共生の社会づく

りに努めてきた。 

 グローバル人材の確保支援に関しては、昨年は

県内での合同企業説明会に加え、都内やベトナム

現地大学での説明会も開催したところである。 

 県内での説明会は６年目を迎えるものの、今後

は全国的なグローバル人材のニーズが高まること

から、本県への関心を強く意識してもらうべく当

面ベトナムでの現地説明会を継続すると共に、情

報発信の効果が期待される都内での説明会を数日

間開催できるよう取り組まれたい。 

さらに、外国人材活用促進協議会を通じての登

録企業における求人情報の提供等、日常的に登録

企業の情報発信に努められたい。 

 また、居住外国人が安心して地域で生活できる

よう、市町が行う保育や教育環境の提供に関する

支援や、昨年の台風第１９号に際し初めて設置さ

れた「災害多言語支援センター」による多言語での

メール配信やホームページでの情報発信等の充実

を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業の海外展開等を支援するため、県内・首都圏の

留学生、ベトナムの現地大学生等を対象とした合同企

業説明会を開催するなど、効果的なグローバル人材等

の確保に取り組んでいく。 

また、県内の在住外国人が安心して地域で生活でき

るよう、昨年４月に設置した「とちぎ外国人相談サポ

ートセンター」により、母国語によるきめ細かな相談

対応を行うほか、災害の規模等に応じて栃木県国際交

流協会の「災害多言語支援センター」が行う相談業務

を周知するとともに、多言語での災害関連情報の携帯

メール配信やホームページによる発信を支援してい

く。 

 

 

 

○外国人材活用強化・多文化共生事業費    41,743 
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 要  望  事  項 回       答 

２２ スマート農業の推進について  

 

県では、農業の生産性向上に資するスマート農

業とちぎの推進に努めている。スマート農業機器

開発では、にら出荷調整機の開発、なしの運搬作業

を行う小型農業機械ロボットの実証を行い、今後、

生産農場への導入を図っていくとしている。今後

は、本県農業のスマート化をＡＩ、ＩｏＴやロボッ

ト技術をさらに活用し、生産性向上や働き方改革

も進めていくことが求められる。スマート農業の

最先端技術では、カメラや距離センサーが搭載さ

れ、ディープラーニングによる画像認識などの技

術を用いて、トマトのサイズ判別や収穫判断を行

い、ハウス内を自動的に移動しながら、収穫してカ

ゴに詰めていく自動収穫ロボットなどがある。今

後は、収穫量日本一を誇るイチゴをはじめ、先端技

術を活用し、更なる生産性向上を図るための技術

開発等に取り組むこと。 

 

県では、生産現場へのスマート農業の導入促進に向

け、産学官連携により、本県の主力品目を対象に、省

力化・効率化を図るための出荷調整機器等の開発・実

証やＡＩを活用したいちご新品種の生育・収量予測ツ

ールの開発に取り組んでいく。 

 

 

 

○スマート農業とちぎ推進事業費       77,150 

 

 

 

○園芸大国とちぎづくり推進事業費（一部再掲） 
                   1,212,167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



（単位：千円） 

- 23 - 
 

 要  望  事  項 回       答 

２３ 台風第１９号被害を受けての河川・農地・林地

整備に関する対応について 
 

 

台風第１９号の襲来により、県内の一級河川を

はじめとする各種河川において決壊、溢水、越水、

護岸崩落等の大災害が多数発生した。これらの復

旧復興に向けて、既に６２０億円を越える補正予

算が成立している。国の災害査定も行われ、知事も

答弁した「改良復旧事業」の導入等も検討されてい

ると聞いている。しかしながら、本県の河川はいず

れも水源や上流部、中流部と下流域に大きな影響

を及ぼす河川が多いことから、今回の改良復旧事

業の導入にあたっては、防災・減災の視点から河川

毎の整備方針を明確に決定すること。また、河川の

堆積土砂撤去や浚渫工事を行うにあたり、撤去し

た土砂等のストックヤードの確保等を官民連携で

行うこと。 

また、今回の河川被害により、周辺住宅地・商業

地、店舗や工場等にも甚大な被害が出た。こうした

地域の支援については「中小企業等グループ補助

金」を使った支援が検討されているが、一方、これ

らの支援は浸水被害を受けた地域での再建でもあ

ることから、今後、浸水被害が発生しないような河

川整備等を検討し、併せて周辺住民への説明や合

意形成も行うこと。 

今回の河川被害に伴い、周辺の農地や農業用施

設も甚大な被害を受けた。しかしながら、周辺農業

地、特に土地改良事業を行った地域においては、

「防災調整池」等の整備により、農地内貯水機能を

予め作っておくことも可能であるため、河川周辺

の土地改良区域における検討を行うこと。 

 今回の台風被害では、林地被害も顕著であった。

間伐材の撤去、林地の計画伐採、保安林の計画的な

指定を進め、森林の適正な管理を図ると共に、「治

山事業」の実施等により、防災・減災の視点での整

備を進めること。 

 

令和元年台風第 19 号により被災した箇所について

は、できる限り改良復旧事業を導入すべく、国との協

議を進めており、災害査定等の結果を踏まえ、速やか

に実施していく。また、堆積土除去により発生する残

土については、引き続き優先して公共事業に利用する

とともに、状況に応じて、処理に係る許可を受けた民

有地において有効活用していく。 
また、河川整備にあたっては、引き続き、地域住民

の理解と協力を得ながら事業を実施していくととも

に、防災調整池の整備については、市町、関係団体と

連携を図りながら検討していく。 
さらに、林地については、間伐や皆伐・再造林等の

森林整備の促進、保安林の計画的な指定などにより適

切な保全・管理を図るとともに、治山施設の設置等に

より流木対策や荒廃山地の復旧・予防対策を推進して

いく。 
 
 
 
○公共事業費（環境森林部）       4,563,952 
 
 
 
○県単公共事業費（環境森林部）       292,445 

 
 
 
○公共事業費（農政部）           8,990,962 
 
 
 
○県単公共事業費（農政部）          247,420 
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 要  望  事  項 回       答 

 

  

○公共事業費（県土整備部）        47,740,378 

 

 

 

○県単公共事業費（県土整備部）     13,542,642 

 

 

 

○堤防強化緊急対策プロジェクト事業費 

                                     3,000,000 

 

 

 

○緊急防災・減災対策事業費          1,000,000  

 

 

 

○南摩ダム関連事業費（一部公共・再掲）       

1,799,967 
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 要  望  事  項 回       答 

２４ 学校の指導力強化と教員の働き方改革につい 

  て 
 

 

教職員の長時間勤務が一層深刻となっている

中、県の教育委員会では、学校での働き方を積極的

に見直し、教育の質を高めていける勤務環境の実

現を目指して、昨年１月に学校における働き方改

革推進プランを策定し、教育の質の更なる向上を

目指している。 

兵庫県では、２００９年度から小学校第５・６学

年を対象に、各担任相互に交換授業を行う教科担

任制を進めており、少人数授業と組み合わせて「兵

庫型教科担任制」と呼ばれ、２０１２年度以降は兵

庫県内全ての小学校において実践されている。ま

た、国語、算数、理科、社会の２教科以上で教科担

任制が実施されており、学年毎に担任同士が相談

し、得意な教科や研究している教科を担当してい

る。このほかにも、少人数授業を取り入れたり、外

国語等における専科教員を配置したりするなど、

多くの先進的な取組が試みられている。兵庫型教

科担任制は、教員にとって多面的な児童理解に基

づく組織的、協力的な指導の充実のほか、児童にと

っても教員との人間関係の広がりや深まりによる

成長が期待できる。また、学校にとっても、発達や

学びの連続性を確保するための小中学校の円滑な

接続とその効果が期待されているところである。

本県においても、他県の取組を調査し、栃木県独自

の小学校高学年の栃木型教科担任制を導入するこ

と。 

また、共同利用型校務支援システムの導入につ

いて、和歌山県では教務系(成績処理、出欠管理、

時数等)、保健系(健康診断票、保健室管理等)、指

導要録等の学籍系、学校事務系などを統合した機

能を有するシステムを県立学校に導入後、県内の

小中学校にも導入を進めている。この校務支援シ

ステムを導入するメリットは、共同調達を行うこ

とでの経費削減や教職員の業務の効率化を図るこ

とができ、子どもと向き合う時間の確保につなが

るほか、児童生徒の情報の一元管理・共有が可能と

なり学校運営の改善も期待できることである。さ

らに、クラウド上でデータを管理することにより

災害等でデータが紛失することがなくなることか

ら、本県においても共同利用型校務支援システム

を導入すること。 

 

県教育委員会では、学校における働き方改革推進プ

ランに基づき、業務改善や学校運営体制の充実などに

取り組んでいる。 

 教科担任制については、本県においても英語などの

専科教員の配置や担任間の交換授業等を行っている

が、現在、国において教科担任制の在り方について検

討されているところであり、引き続き国の動向を注視

していく。 

 統合型校務支援システムについては、教員の負担軽

減を図るため、県で導入していく。なお、共同利用型

のシステム導入については、導入済の市町の使用ソフ

トや更新時期が異なるなど課題があるため、他県事例

の情報収集等に努めていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

２５ 教育機会確保の実践について  

 

 教育機会確保法は、不登校児童生徒の学校以外

の教育機会を確保するため２０１６年１２月に公

布された。県教育委員会では、文部科学省の委託事

業を受託し、福祉部局と連携した家庭への支援等

のリーフレットを作成したことから、県内学校及

び市町教育委員会等へ広く周知し、個々の状況に

応じた必要な支援を進めること。 

さらに、不登校児童生徒への正しい理解と対応

を図るため、これまでの調査研究で得られた様々

な事例を県内の適応指導教室全体で共有すると共

に、フリースクールとの連携を進め、県教委とフリ

ースクールとの「連携協議会」を立ち上げ、県教委

主催で定期的な開催を図ること。 

 

 

不登校児童生徒の学校以外の場における教育機会

の確保については、調査研究の成果をリーフレットに

まとめ、県内の学校及び市町教育委員会等へ広く周知

するとともに、一人ひとりの状況に応じた必要な支援

を進めている。 

 また、今年度は、不登校児童生徒への効果的な支援

等について理解を深めるため、新たに全ての適応指導

教室担当者をはじめ市町教育委員会や関係機関等を

対象とした連絡協議会を開催したところである。 

 今後は、この協議会を継続的に開催し、市町教育委

員会や関係機関等と密接な連携を図るとともに、フリ

ースクール等の民間団体について、現状の把握に努め

ながら、連携の在り方を検討していく。 

 

２６ 交通事故防止と交通安全の啓発・周知につい 

  て 
 

 

これまで警察本部では、「『止まってくれない！

栃木県』からの脱却」や「命を照らせ！夜間は原則

ハイビーム」などをスローガンに、自動車運転者に

向けた交通事故防止の広報・啓発活動に取り組ん

できた。これらの取組により一定の成果が見受け

られるものの、人命に危害を及ぼす可能性が極め

て高い悪質な運転はなお後を絶たない。加えて自

転車活用推進法が施行されたこともあり、今後は

歩行者に加え自転車利用者も含め、県民への法令

順守の呼び掛けや安全意識を高めるためのさらな

る取組が必要と考える。 

 そこで、これまで取り組んできたワンフレーズ

によるキャッチコピーは極めてインパクトが強

く、宣伝効果も顕著であることから、より積極的・

徹底的な取組を求める。たとえば、宣伝媒体として

地元テレビＣＭや地元新聞紙面への広告をはじ

め、もっと身近に手軽に、文字通り“県民総ぐるみ

”の運動として展開できるように、交通事業者や交

通安全の取組に賛同する団体等に呼び掛け、自動

車や自転車にステッカー等を用いて、また公共ス

ペースを活用しポスターを効果的に掲出するなど

して、全県民が日常的に交通安全のキャッチコピ

ーに触れられるような施策を講じること。 

 

 

 

県警察では、これまで、インパクトがあり分かりや

すい広報啓発資料等の作成・活用に努め、交通安全意

識の高揚と交通ルールの遵守を呼び掛けてきたとこ

ろである。 

引き続き、様々な関係機関・団体の参画を得ながら、

こうした取組を推進するとともに、より多くの県民に

交通安全思想の普及と浸透を図るため、テレビや新聞

などのメディアを活用した広報事業を行い、交通事故

の更なる抑止に努めていく。 

 

 

○歩行者保護意識向上対策事業費        8,398 

 

 


